
 

海務協議会（本関地区） 

                  （令和２年７月開催関係） 

 

 

 

   令和２年７月開催の海務協議会につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の感染防止の観点から中止となりましたが、当日、横浜

税関から説明を予定しておりました議題の配布資料を掲載いたしま

すのでご活用願います。 

 

 

  〇配布資料（議題） 

１．国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置について

２．新型コロナウイルス感染症対策に係る輸出入通関手続等について 

 

 

 

 

次回開催予定日  令和２年９月１０日（水） １３：３０～ 

開 催 場 所   横浜税関本関 ７階 大会議室 

       【新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催を中止する場合

があります。】 

当協会に関するご質問・海務協議会の議題等がありましたら、 

事務局あてご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 



税率 とん税 特別とん税 合計

都度納付 １６円/ﾄﾝ ２０円/ﾄﾝ ３６円/ﾄﾝ

一時納付 ４８円/ﾄﾝ ６０円/ﾄﾝ １０８円/ﾄﾝ

収入額（※）
（2018年度） 約１０２億円 約1２８億円 約２３０億円

（※）コンテナ貨物定期船に係るとん税・特別とん税収入は 約３８．９億円
（2018年）

１．従来の制度

 外国貿易船の開港への入港の事実をとらえて

課税。

 課税標準は外国貿易船の純トン数。

 特別とん税は、開港所在市町村に全額譲与。

 一時納付は、年間寄港数の多い一部の外国貿

易船の税負担に配慮する観点から設けられた。

（参考）諸外国のとん税制度

• 諸外国においても、我が国のとん税制度に類似した制度が存在。米国・中国等においては、一時納付に相当する 仕組みも設け
られている。

税率 米国 中国 ベルギー 英国 豪州 （参考）日本

都度納付
５６ｾﾝﾄ/ﾄﾝ
(約６１円/ﾄﾝ)

３.３元/ﾄﾝ
(約５１円/ﾄﾝ)

０.２９０８ﾕｰﾛ/ﾄﾝ
(約３５円/ﾄﾝ)

３７.５ﾍﾟﾝｽ/ﾄﾝ
(約５２円/ﾄﾝ)

６９.６豪ｾﾝﾄ/ﾄﾝ
(約５２円/ﾄﾝ)

３６円/ﾄﾝ

一時納付
都度納付の

５回分
都度納付の

６回分
― 都度納付の

９回分
都度納付の

４回分
都度納付の

３回分

（注１）各国ごとに税目の名称や制度の詳細は異なる。例えば、中国では、１回の納付で国内の複数港への寄港が可能であり、また、都度納付は
30日有効となっていることから、１回の入港ごとに納付する我が国のとん税と単純比較はできない。なお、韓国では、１トンまでごとに１３５ウォン

（約１４円）の入港料を課しており、これは総トン数に応じて定められているところ、純トン数に応じて課されている我が国のとん税と単純比較は

できない。
（注２）船舶の規模等により税率が異なる国に関しては、10,000トン級の日本船舶の入港を想定して算出。

国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置



 韓国・中国等を結ぶ近距離航路の場合、年間の平均入港回数は10回超え
 欧州・北米航路のコンテナ貨物定期船の場合、年間の平均入港回数が４回・5.2回

（長期間の航海であり入港回数が少なくなるため）

⇒両航路の間でコンテナ貨物定期船の積載量１トンあたり（※）の税負担は約２倍の開き。
（※）各航路における一時納付を利用するコンテナ貨物定期船の１年間の総税収額を１年間に寄港したコンテナ貨物定期船の 総純トン数で除したもの。

 両航路間の一時納付に係る税負担を同程度のものとし、国際戦略港湾（京浜港、阪神港、
名古屋港及び四日市港）の競争力を高めるため、欧州・北米航路のコンテナ貨物定期船に係

るとん税及び特別とん税の一時納付の税率について、特例措置として、当分の間、現行の
108円/トンから54円/トン（とん税24円、特別とん税30円）に軽減することが適当。

※ 特例措置の効果の検証にあたっては、国際コンテナ戦略港湾政策の実施状況等について国土交通省が年一回程度点検を行う

※ 当該特例措置は、令和２年10月１日施行予定

２．特例措置創設の経緯

３．特例措置の内容

国際コンテナ戦略港湾政策に係るとん税及び特別とん税の特例措置

運用面については、国土交通省・関税局・税関間で調整中









































内 容

新型コロナウイルス感染症対策に係る輸入通関手続について（特定用途免税）

（１）対象貨物
新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための物資など、緊急に通関を行う必要の
ある物品 ※旅具通関（携帯品・託送品）であっても対象

（２）免税条件
無償で輸入した貨物を当該法人が自己使用（従業員に提供する等）する場合 ※有償で輸入した場合は対象外

（３）関税等の免除規定
貨物に課される関税、消費税等が免除される
●関税定率法第15条第１項第３号

●輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第１３条第１項第２号及び第３項第２号

（４）必要書類（託送品の場合）
● 託送品申告書（目録含む）
● 救援物資等輸入申告書（様式は別紙参照）
● 寄贈（無償）の事実を証明する書類
● インボイス（正しい品名、正しい金額（有償取引する場合の金額）を記載）

(５)その他
旅具通関の範囲は通常通り
● 託送品申告が認められるのは課税価格が３０万円以下
● 課税価格が３０万円を超える場合は一般輸入申告（税関取締部門から同通関部門へ業務通関依頼)

特定用途免税による関税免除
（慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品等の関税免除）

適用時における消費税免除 適用時における内国消費税免除
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